
ＬＧＷＡＮ系及び基幹系パソコン導入（令和７年度導入） 仕様書 
（リース契約に係る物件納入業者の決定） 
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令和７年７月 駒ヶ根市 総務部 企画振興課 

１ ハードウェア・ソフトウェア要件 

（1）台数 ノート型パソコン 70台 

（2）仕様 以下の要件を最低限満たすものとする。 

CPU 第 1世代インテル Core 3プロセッサーより高性能なもの 

メモリ 8GB以上 

ディスプレイ 15.6型ワイド液晶、かつ解像度 1920×1080（フル HD液晶）以上 

SSD 250GB 以上 

光ディスクドライブﾞ 内蔵型 DVD-ROM（読み取り機能のみ）※使用できる状態で納品すること 

OS 

Microsoft Windows 11 Pro 64bit 

※既設の Windowsドメインへ参加する運用を行うため、ドメイン参加運用を

前提として動作するように設定すること。Microsoft アカウントを用いた

運用は認めない。 

キーボード JIS配列準拠 テンキー付き 

マウス 光学式スクロールマウス（USB接続） 

USBインタフェース 
3 ポート以上。最低 1ポートは、ディスプレイ出力を兼用するもので、端子

形状 Type-C、速度 10Gbps対応のこと。 

LANインタフェース 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応の RJ-45端子を 1個以上 

無線インタフェース 
インテル Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)対応、かつ Bluetooth 5.3

以降に対応のこと。 

メーカー・環境配慮等 

・日本国内に製造拠点のある企業の製品であること。 

・入札時点における最新機種とすること。（型落ち不可） 

・グリーン購入法・国際エネルギースタープログラム対応製品とすること。 

内蔵スピーカー 
本体に内蔵する方式のもので、出力 2W 以上のステレオスピーカーを搭載す

ること。 

内蔵カメラ 本体に内蔵する方式のもので、1280×720 以上の解像度、画素数 92万以上。 

盗難防止鍵対応 
ケンジントン社製ノート PC ロック互換のセキュリティーロックスロットを

1 個以上搭載すること。 

保守サポート 

納入製品のメーカーが提供する、5年間のオンサイト保守を付帯させること。

(部品代・交換作業費用を含むもの) 

PC メーカーが作成する 5年間の保証書を納品すること。 

参考品 
メーカー エプソンダイレクト社 

品  番 NL2100E 
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ソフトウェア① 

納入台数 70 台のうち、10台は、以下のソフトウェアを導入すること。 

○有償ソフトウェア 

・Microsoft Office LTSC Standard 2024 

 

○無償ソフトウェア 

・Adobe Acrobat Rader  ・CubePDF     ・CubePDF Page 

・CubePDF Clip     ・CubePDF Utility ・CubePDF Imagepicker 

・LhaPlus         ・Jw cad(バージョン：7.11) 

・一太郎ビューア    ・Google Chrome 

 

○DVD 再生ソフトウェア 

DVDディスクが再生できるようソフトウェアを導入すること。調達するパ

ソコンに標準搭載されている場合は、その旨を発注者に報告すること。 

なお、導入するソフトウェアは、事前に発注者の確認を得ること。 

ソフトウェア② 

納入台数 70 台のうち、60台は、以下のソフトウェアを導入すること。 

○有償ソフトウェア 

・ワープロ、表計算、プレゼンテーション機能を有したソフトウェアを含ん

だオフィス統合ソフトウェア（参考品：JUST Office 6） 

 

○無償ソフトウェア 

・Adobe Acrobat Rader  ・CubePDF     ・CubePDF Page 

・CubePDF Clip     ・CubePDF Utility ・CubePDF Imagepicker 

・LhaPlus         ・Jw cad(バージョン：7.11) 

・一太郎ビューア    ・Google Chrome 

 

○DVD 再生ソフトウェア 

 DVD ディスクが再生できるようソフトウェアを導入すること。調達するパ

ソコンに標準搭載されている場合は、その旨を発注者に報告すること。 

なお、導入するソフトウェアは、事前に発注者の確認を得ること。 

 ※無償ソフトウェアのうち、バージョンの指定がないものは、納入時点の最新バージョンを導入す    

ること。また、有償ソフトウェアと重複する機能を有する無償ソフトウェアがある場合には、発

注者と協議の上、当該無償ソフトウェアを導入対象外とすることができる。 

 

２ 作業範囲 

（1）納品までの作業（物件納入業者のスペースで実施） 

ア．増設メモリ、オプションがある場合は、取付けを行うこと。 

イ．(2)仕様に記載されているソフトウェアをインストールし使用可能な状態とすること。 

ウ．WindowsUpdateによる納入時点の最新化を行うこと。 

なお、設定に必要となるアカウント情報等は、落札業者に対して開示する予定である。 

 

（2）納品時の作業（市役所スペースで実施） 

ア．発注者が指定する納品場所に搬入すること。また、説明書・リカバリディスク等は、３セ

ット納品すること。 

イ．納品物のネットワーク環境への接続は、別途、発注者が行うため、発注者の要求に応じて、

接続に必要な製品情報を提供すること。 
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３ 納入場所 

駒ヶ根市役所 企画振興課 

 

４ 納入期限 

  令和７年 ９月３０日（火）（搬入作業を含む） 

 

５ 賃貸借及び保守対象期間 

  令和７年１０月 １日から令和１２年 ９月３０日まで（６０か月） 

 

６ 入札額 

  納入物品の本体価格のほか、運搬費、設定及び保守作業費など、一切の諸経費を含めること。 

 

７ 保守要件等 

賃貸借期間中、以下の保守サービス内容及び範囲事項を含む、「リース契約物件の納入及び保

守サービスに関する覚書（以下、「覚書」という。）」を発注者と締結し遵守すること。 

 (1) 納品物に関わる障害（初期不良含む）が発生した場合、発注者若しくはネットワーク保守業

務業者からの連絡を受け、必要な製品技術情報の収集及び原因の切り分けを行い、原因と正

常化に必要な回復策の２点を提示すること。 

(2) 製品サポート窓口等への各種連絡及び保守サービスの提供に必要となる修理業者への依頼を

発注者に代わり行うこと。 

(3) 連絡を受けた当日中に、後述「８ その他 (1) 再委託の禁止」に基づき、物件納入業者の技

術担当者が現地にて対応を開始すること。 

(4) 覚書を遵守するために発生する一切の費用は、物件納入業者が負担すること。また、上記の

ほか、発注者若しくはネットワーク保守業者からの納入品に関する問い合わせに対して、誠

実に対応すること。 

 

８ その他 

(1) 再委託の禁止 

セキュリティ及び円滑な協力体制の観点から、本調達の全部又は一部（納品にかかる作業

及び保守を含む。）を第三者へ委託してはならない。 

(2) 秘密の保持 

物件納入業者は、本調達に当たり知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。賃貸借後

も同様とする。 

(3) 入札参加時の提出書類 

入札に参加する者は、納入する機器等のカタログ又は仕様を提出し、担当職員による応札

品確認を受けること。 

(4) 落札時の提出書類 

落札業者は、入札の内訳（明細）書を速やかに提出すること。 


